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第４３回平成２４年３月与謝野町議会定例会会議録（第９号）

招集年月日 平成２４年３月２２日

開閉会日時 午後１時３０分 開会 ～ 午後４時５６分 延会

招集の場所 与謝野町議会会議場

１．出席議員

１番 野 村 生 八 １０番 山 添 藤 真

２番 和 田 裕 之 １１番 小 林 庸 夫

３番 有 吉 正 １２番 多 田 正 成

４番 杉 上 忠 義 １３番 赤 松 孝 一

５番 塩 見 晋 １４番 糸 井 滿 雄

６番 宮 﨑 有 平 １５番 勢 旗 毅

７番 伊 藤 幸 男 １６番 今 田 博 文

８番 浪 江 郁 雄 １７番 谷 口 忠 弘

９番 家 城 功 １８番 井 田 義 之

２．欠席議員（なし）

３．職務のため議場に出席した者

議会事務局長 秋山 誠 書 記 土田 安子

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者

町 長 太田 貴美 代表監査委員 足立 正人

副 町 長 堀口 卓也 教 育 長 垣中 均

企画財政課長 浪江 学 商工観光課長 太田 明

総 務 課 長 奥野 稔 農 林 課 長 永島 洋視

岩滝地域振興課長 中上 敏朗 教育推進課長 土田 清司

野田川地域振興課長 小池 信助 教 育 次 長 和田 茂

加悦地域振興課長 森岡 克成 下水道課長 西村 良久

税 務 課 長 植田 弘志 水 道 課 長 吉田 達雄

住民環境課長 朝倉 進 保 健 課 長 泉谷 貞行

会 計 室 長 飯澤嘉代子 福 祉 課 長 佐賀 義之

建 設 課 長 西原 正樹
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５．議事日程

日程第 １ 議案第 ３７号 平成２４年度与謝野町一般会計予算

（質疑）
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６．議事の経過

（開会 午後 １時３０分）

議 長（井田義之） それでは、昨日に引き続き一般会計の予算についてを、質疑をお願いをいたしま

す。午前中は大変ご苦労さんでございました。この後、議会半日、よろしくお願いをいたします。

ここでご報告をしておきます。白杉教育委員長から欠席の届けが参っておりますので、お知ら

せをしておきます。

ただいまの出席議員は１８人であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めます。

日程第１、議案第３７号 平成２４年度与謝野町一般会計予算を議題とします。

本案については、既に質疑に入っております。質疑を続行します。質疑ありませんか。

６番、宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） 本日は小学校の卒業式がございまして、議員の皆様方も、行政の皆様方もそれぞ

れの学校へ振り分けて行ってこられたと思います。私も岩滝小学校へ行っておりまして、ことし

は５８名の卒業生がおられました。年々減っていっているように聞いております。また、岩滝小

学校がことしは順番が回ってきたそうで、女子は着物姿でありまして、大変美しくあでやかな卒

業式だったように感じました。それがあったのか、民放のテレビ局も３社来ておりまして、ＫＹ

Ｔとで４台のカメラが右往左往しておりまして、大変にぎやかな卒業式になっております。

それでは、平成２４年度一般会計予算について質問いたします。２４７ページの防災訓練事業

について質問いたします。家城議員も質問されておられましたので同じような質問になるかもわ

かりませんが、お許しを願いたいと思います。

今年度の防災訓練は、自衛隊や宮津警察署、宮津与謝消防署、保健所等、今までにない大変大

がかりな訓練でありました。今回は地震と津波の被害を想定した訓練であったので、高台の岩滝

小学校を避難本部にした岩滝地域を中心にしたような訓練だったと思いますが、他の庁舎、野田

川と加悦庁舎ではどのような体制をとって訓練しておられたのかお聞きします。また、各区の避

難訓練に参加された人数がわかれば教えていただきたいです。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 宮﨑議員のご質問にお答えをしたいと思います。岩滝地域につきましては、先ほ

どありましたように津波が押し寄せてきたといったことで、岩滝小学校を災害対策本部にいたし

まして地域住民の皆さんの避難といったことでさせていただきました。加悦、野田川地域につき

ましても、それぞれ避難といったことで同じような想定をいたしております。今までどおり、各

区の皆さんが隣組をまとめて、それからそれぞれ避難地に集まっていただくという避難訓練をし

ておりました。そういったことで、各区におかれましては、その後それぞれ消防訓練なり、それ

から消火栓の点検なり、そういった訓練をしていただいております。

それで、各区の、町長も申し上げましたですけども、防災訓練で参集人員といいまして、本部

のほうに連絡をしていただきました人数は９，８９２人といったこと、これが区民いうんですか、

町民の皆さんがお集まりいただいた数字になっております。それで、今住民の方は９，８９２人

と申し上げました。宮﨑議員が申されましたとおり、今回は宮津警察署、丹後保健所、陸上自衛
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隊、それから関西電力、ＮＴＴ、それからいつものとおりなんですけども、消防団と与謝野町の

アマチュア無線の協議会の皆さんにはご協力をいただいております。それらを合計いたしますと

１万３８１人といったことになります。それから、岩滝小学校には岩滝地域の皆さんになります

けども、４５０人が小学校にご参集いうんか、避難をしていただきました。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） 野田川地域、加悦地域の避難された、訓練に参加された人数はわかりませんか。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 野田川地域で申し上げましたら、４，５００人ぐらいがそれぞれ避難のこの訓練

に参加をしていただきました。それから、加悦地域につきましては、３，０００人から

４，０００人の、ちょっと合計すればいいんですけども、皆さんに訓練に参加をしていただいた

結果になっております。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） 大変多くの町民の方が参加された訓練であって、非常によかったなと思っており

ます。

その訓練のことなんですが、与謝野町のどこの場所でも避難本部が設置できるように、また町

民の防災意識の啓蒙を図るためにも、次回の防災訓練は野田川地域か加悦地域に避難本部を設定

してするというような防災訓練も必要じゃないかなと私は思っておるんですが、町民の災害とい

うものは、やはり自分の身は自分で守るというのが大原則であると思いますし、減災、少しでも

災害を減らす、少しでも災害を小さくするようなふだんの生活が重要だと思いますが、ふだんか

ら津波が来たらどこに逃げるのか、また地震で家具が倒れて動けなくなって逃げられなかった人

も多くあるように聞いておりますので、家具が倒れない工夫も考えたり、常日ごろから家族で話

し合うことが大変重要であると思います。１年に１回のこの防災訓練だけでなく、ふだんから防

災の意識を持つようになるような啓蒙活動が必要であると思いますが、町ではどのようにされる

お考えであるのかお聞きします。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 今ただいま議員から仰せのとおり、究極いうんですか、本当のところになってく

ると、今おっしゃったように、もう個人個人の意識啓発が一番大事になってくるというように思

っております。今回の訓練に当たりましても津波ということで、岩滝地域につきましてはあのよ

うにして現地の災害対策本部といったことで置きました。そうした中で、避難ルートをどうする

か、こうするかといったことも区を通じましてできるだけ区民の皆さんと協議をしていただいて、

それで訓練に臨んでいただきたいというような要望もしておりました。そうした中で、今後につ

きましても、自主防災組織といったものもできているとこやできていないとこがあるかと思いま

すけども、私どもは、もう最後はやはり個人個人の意識の持ち方が一番大事だということもござ

います。そうした中で、区長会なり区長さんを通じて協働でそういったことを進めていきたいと

思っております。

また、各地区におきましては最近特にこういうような大きな災害がございました。区独自で防

災訓練をやっていこうという機運もありますし、既にもう議員のお住まいの藪後区でも積極的に

取り組んでおられます。そういったこともございまして、町は町の訓練とありますけども、区に
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おきましても自主的な訓練がしていただけるように、お願いなり、それから支援をしていくとい

うのが町の立場ではないかというふうに思っております。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） よくわかりました。それでは質問を変えます。その下の災害対策資機材整備事業

について質問いたします。

先日の家城議員の質問の答弁で、ことしは２４区に石油ストーブを配布するように聞きました

が、平成２４年度はこれだけの予定でしょうか。

また、この前の２月でしたかね、各区に毛布と食料を配布されたことだったと思いますが、ど

れだけの量を配布されたのかお聞きします。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） ご質問にお答えいたします。平成２４年度に予算で計上させていただいておりま

すのは、今議員がおっしゃいました避難所用のストーブといったことで、各地区にお配りをした

いというふうに思っております。これは各地区２台ずつというふうに申し上げておりました。そ

れから、ほかにアルファ米と卵スープといったことで、今の予定ではアルファ米が１，５００食、

卵スープが３，６００食といったことになっておりますけども、そういったことで整備をしてい

きたいと思っております。ただ、今回、ことしは地域防災計画の見直しといったことがございま

す。そうした中で、協議の中でこういった備蓄の備品がどうしてももう少し必要になってくると

いったことがございましたら、これはまた補正でまたお願いすることがあるかと思います。

それから、平成２３年度に議員おっしゃったようにアルファ米等々お配りをいたしました。こ

れは、一つの目的は３つの庁舎には防災倉庫がございます。だけど、できるだけ分散して置いて

いこうといったことで、考えのもとにアルファ米を１００食、それから毛布を２０枚、それから

敷きマットを１０枚といったことで、１カ所当たり、各２４区、それから町内各小学校というこ

とで、小学校は９校あるわけですけども、３３カ所に配備をさせていただきました。したがいま

して、非常の食料は３，３００食、それから毛布は６６０枚、敷きマットは３３０枚という、合

計でトータルいたしましたらこういったことで配備をさせていただきました。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） 各区に配備されたと。それから小学校にも配備されたということで、幅の広い、

広い地域に備蓄されておるということであります。それは大変いいことだなと思っております。

あの各区にこの前配った毛布とか食料は各区で備蓄するわけですけども、例えば区のほうで使

用したり、あるいは配ったりした場合については、それは各区で補充することになると理解した

らいいんでしょうか。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） このことにつきましても、基本的には、まず各区におきましても非常食のアルフ

ァ米だとかなんとかがどういうもんだかわからんといった方も大勢まだおられます。啓発用とい

ったことも含めましてお配りをさせていただきました。それで、思っておりますのが、区は区で

やはり一定の予算はあるでしょうけども、一定確保していただいたらありがたいと思っておりま

す。だけど、それによって町がまた各区に配備をお願いするかということもあると思います。い

わゆる３庁舎にあります備蓄倉庫に置いておかなければならないんですけども、基本的には分散
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して置きたいということもございますので、そういったことも含めて今後検討を深めたいという

ように思っております。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） それでは、今現在、町の備蓄ですね、昨年私質問したときには資機材一覧表をい

ただいたんですけども、あのとき食料が５，０００食だったと記憶しておるんですが、今も同じ

数ですか。それともかなりふえておるのですか。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 食料のほうでございます。非常食関係でございましたら、アルファ米にもいろい

ろ今ごろ種類がございまして、五目ご飯だとかワカメご飯だとか、大変味がよくなってきており

ます。そうした中で、この３月末では、今ただいまアルファ米につきましては７，８００食持っ

ております。それから、卵スープにつきましては１万３，４００食ということでございます。

それで、先ほど申し上げました平成２４年度になりまして予算がお認めいただけましたらそれ

らを補充していって、アルファ米につきましては大体１万食程度をいつも目標に置いております

ので、それぐらいは補充して３庁舎に分けて保管したいというように思っております。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） わかりました。１万食になると、今年度中にはなるというようなお話を聞かせて

いただきました。備蓄は幾らあってもいいと思います。

それでは次の質問をさせていただきます。３１７ページの項６保健体育費、目３学校給食費、

節１１需用費の中の賄材料費が１億２０１万９，０００円となっております。これについて質問

いたします。平成２３年度の賄材料費の予算額８，９９４万円より１，２０７万９，０００円増

額に予算計上されておりますが、これは、この４月から橋立中学校の給食が始まるために増額に

なっていると理解したらよろしいでしょうか。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） 議員の質問にお答えします。議員さんおっしゃっていただきましたように、昨年

との比較で、大部分はこの橋立中学校の給食がふえることによります賄い材料の増加でございま

す。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） これの増額された分について、橋中の生徒が何人おられるのか。それで計算でき

ると思うんですけども、１人当たりの給食費、幾らになるのかちょっと教えていただけませんか。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） ご質問にお答えします。給食費につきましては月額４，３００円で、これを

１１カ月で集金をさせていただくということになります。計算しますと４万７，３００円になる

んですかね。年間それだけ以内で給食費は抑えるというルールで行っております。

平成２４年度につきましては、橋立中学校の生徒さんは３０４名なんですけども、この前の規

約でもお認めいただきましたように、１年前の５月１日現在の生徒さんで予算は計上しますので、

一応予算上は去年の５月の生徒さんの３０９名ということで計算といいますか、予算を立てさせ

ていただいております。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。
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６ 番（宮﨑有平） あと、この給食を支給されている子供の数が教えていただきたいですね。小学生、

幼稚園もありますかね。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） ご質問にお答えします。給食費といいますか、実施対象児童数だと思います。ち

ょっとお断りするんですけども、手持ちのほうでは多分各学校の先生の数も入った給食実施数に

なっておると思いますけども、平成２３年度で申し上げますと、対象者数が１，８６６名、それ

から平成２２年度では１，８９３名というふうな推移になっております。一応平成２４年度の給

食のその生徒さん分だけですけども、１，９９７名ぐらいでたしか予算は計上しています。これ

は橋中を入れた。それで１，９９７名ぐらい、プラス先生が２００名強おいでますので、その給

食分がオンになっていることで２，０００食を超えるというふうになると思います。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） この子供の数も年々減ってきておると思いますね。今言われた平成２２年から

２３年についても約３０名ぐらいですけども減っておりますし、ことしも減ってきておるという

ように思うんですよね。平成２１年度の決算額、賄材料費は８，０６０万３，７０８円、それか

ら平成２２年度の決算額は８，０７６万２，５１８円と、わずか１６万円ですけども上がってお

るわけですよね。ことしも多分、ことしはまだわかりませんわね、平成２３年度はね。わかっと

るんですか。わかってないですね。これは、私平成２４年度はちょっと調べていないんですけど、

子供の数は減っていくのにこういう賄い費が上がるというのはどういうことなんでしょう。材料

費が高くなっとるということでしょうか。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） お答えします。議員おっしゃっていただきましたように、材料費が上がっとると

いう部分も若干はあるかもわかりませんけども、給食のその賄材料費といいますのは、いわゆる

実施回数によって大きく変わってきますので、例えば警報が出るとか、インフルエンザが発生す

るとかいうことで、学校が閉鎖になったり学級閉鎖、そういったことで給食の実施回数が減って

まいります。そのことによって賄材料費も減ったり、当然学級閉鎖の日数が少なければ賄い材料

がふえますし、そういうふうに実績に応じて材料費が上下しますので、若干その年度によってば

らつきが出てくるということもあるということですけども、おっしゃいますように生徒が減って

きていますので、当然賄材料費も減っていくということは今度考えられるというふうに思ってお

ります。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） 今後は減っていくであろうというお話でしたけども、現実今は減っていないわけ

なんですよね。これはどういうことなのかなと私もよくわからないんですが。

一つは、これを言うてええのか悪いのかどっちかわかりませんが、地産地消ということで地元

の業者や農家の方から購入されているというふうに思うんですけども、そういったものの、例え

ば市場に出回っている野菜だとか、そういった金額と違ういうことはないんですか。当然これも

安心・安全の食事をつくらなきゃいけないので、当然これはもう信用ある方、そういったことを

できる人にお願いせないかんだろうとは思うんですが、そういったその契約、その農家と、ある

いは業者と契約するのに、どういった形でされておられるんですか。
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議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） お答えします。食材の件でお尋ねだというふうに思っております。食材につきま

しては、できるだけ地産地消といいますか、地元で取れたものを中心に給食のほうの食材に使わ

せていただくということが大原則ということで実施をさせていただいております。

しかしながら、牛乳ですとか、それからパン、こういったものは京都府の学校給食会というの

がございまして、その中で毎年入札いうんではないんですけども、価格を決定されて、その統一

価格で牛乳ですとかパンですとか、そういったものは価格が定められております。

それからほかの食材につきましては、例えばお米ですと丹後のコシヒカリということになるん

ですけども、これにつきましては豆っこ米ということで、ファーマーズライスですね、香河のフ

ァーマーズライスのほうから仕入れをさせていただいております。これも入札ということではな

いですけども、言いましたら通常価格といいますか、当然給食に使うという食材も理解いただい

ていますので、そういったことで安く提供をしていただいているということになります。

それから野菜関係につきましては、どうしても一定数がそろわないと給食の食材として使えま

せんので、いろんな、何社かの会社といいますか、お店から購入をさせていただいております。

当然町内にございます農業法人のほうからも仕入れをさせていただきますし、それから食材によ

りましては舞鶴ですとか、それから京丹後ですとか、宮津ですとか、そういったところからも仕

入れをさせていただいていますけども、献立等、また単価につきましては栄養士が給食センター

におりますので、その栄養士が時価といいますか、そういったものを比較検討しながら献立を毎

回積み上げてまいりますので、そういった面では時価と相違ない一定の食材の調達ができている

というふうには思っております。

参考までですけども、大体平均で１食２１５円前後が食材の給食費といいますか、人件費とか

そういうのは除いた分、賄い材料だけですけども、１食が大体２１５円ぐらいの平均になるのか

なというふうに思っております。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） 安く購入されておるというお話ではあったんですが、実は地元業者、あるいは農

家等との購入いうことで、市場価格より高いんじゃないかという話が聞くんですよ。それで、そ

の辺を、そんなことどうなんだろなと僕は思うんですが、そういう話を払拭するような何か明細

みたいな、例えばキャベツ１個何ぼで買うとるんですよとかいうような話はできんのですかね。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） 購入価格について、キャベツ１つが幾らということはあれかもわかりませんけど

も、一応そのセンターのほうでは、食材の購入の明細につきましてはすべて持っておりますので

それは提示はできると思うんですけども、ただ、我々が通常比較しますのは、ほかの学校の給食

単価といいますか、そういうものもやっぱりある程度比較しますので、そういった面で言います

と、そんなに給食センターの食材費が高いということにはなっていないというふうに思っており

ます。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） わかりました。もしあれでしたら、材料費の購入等の資料がいただけたらありが

たいなと思います。そういうようなことで、そういうことをおっしゃっている方に説明ができた
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りしますんで。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） 内容、どういったスタイルで出せるかは別といたしまして、それはセンターのほ

うには依頼したいと思いますけども、あくまでセンターの調達します食材は地産地消というのが

大前提ですので、地元の食材を使えという一方では意見を多数いただいておりますので、そうい

った面で言いますと、価格的には若干割高になるということは否めないというふうに思います。

議 長（井田義之） 宮﨑議員。

６ 番（宮﨑有平） よくわかりました。それではそういった資料も出していただけるということであ

りますので、私の質問はこれで終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

１６番、今田議員。

１ ６ 番（今田博文） それでは、２回目の質問をさせていただきます。予定していますのは建設課、教

育委員会、商工観光課、それから総務を予定しています。けども、どこまで行けるかわかりませ

ん。多分途中で切れると思います。

まず、総合計画の関係は総務ですか、企画ですか。企画ですか。それでは浪江課長に伺います。

総合計画は地方自治法で町村は作成しなければならないと、こういう定めがあったんですね。と

ころが、地方自治法の改正によりましてその制度が撤廃されました。その町村で自由裁量でつく

るような形になりました。しかし、これは与謝野町は総合計画をそのまま踏襲すると、こういう

ことですけれども、地方自治法が外れても、これは与謝野町の町の条例として総合計画を立てる

という条例を私はつくらなければならないんではないかというふうに思っているんですが、そこ

の見解はどのような見解を持っておられますか。

議 長（井田義之） 浪江企画財政課長。

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。手元にその関連資料を持ち合わせておりませんので十分

お答えできるかどうかわかりませんが、私どもの理解としましては、総合計画を立てなければな

らないという義務からその義務が外れて、立てることはできるけれども立てなくてもいいと、そ

ういうふうに法律が改正になったというふうに理解をしておりまして、当町の姿勢としては、少

なくとも基本構想１０年間の間のまだ途中にあるわけですので、引き続き後期の基本計画につい

ては立てていこうと、こういうことで進めているということでございます。将来にわたってその

ような形が踏襲されるのかどうかは別にいたしまして、法律上も現状を考えながらそういうやり

方をするということは問題がないのではないかという、そういうふうに理解をいたしております。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 今１０年間のスパンの中で、前半の５年が過ぎました。後半が平成２５年度から

始まります。今途中ですね。１０年の半分が過ぎたところ。その１０年の期限が来るまでは、新

たな町としての位置づけ、これはしなくてもいい、その１０年が過ぎたときに新たに制定をしな

ければならないのか。ちょっと今の答弁私わかりにくかったんですが、今は１０年の途中だから

それは１０年が来るまでいいんだということなのか、地方自治法が外れても、その１０年の途中

でもその新たな制定といいますか、町としての位置づけをしていかなければならないのか、そこ

をもう少し教えてください。



－456－

議 長（井田義之） 浪江企画財政課長。

企画財政課長（浪江 学） お答えいたします。もともと、総合計画は議会の議決をいただきましてこの

１０年間を定めていくということが基本になっておりますので、それを覆すような対応というの

はちょっとできないんではないかというそういった基本から言いますと、やはり１０年の基本構

想を有している間は今の総合計画を生かしていくという、そういうことが必要なんではないかと

いうふうに思っております。合併いたしまして平成１８年にスタートをして１０年の途中にある

ということで、与謝野町はそういう状況にありますけれども、よその町で言いますと合併はして

いない町もあるわけでございますし、法律が変わって総合計画から、例えば何々ビジョンとかい

うような形でもう少しスタイルを変えて取り組んでおられる自治体もあるというふうにも聞いて

おりますので、その辺のその自由度が増したということであって、当町の選択としては議決をい

ただいた総合計画を踏襲するという考え方が基本にすべきではないかと、そういう考え方をいた

しております。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） ちょっと私自身の解釈と、それから浪江課長の解釈、ちょっとずれがあるように

思っています。いろんな形で地方分権がささやかれて、実際に法律で決まったことをもう町の自

治体なり、それやりなさい、自由度が増したと言いながらこの基準でやれとか、これを踏襲して

やれとかいうことになっているんですね。いろんな法律やほかのあれがね。そういう、私は総合

計画も位置づけではないかと。今１０年の途中で新たな町としての基準をつくらなくてもいいと

いうことならいいんですけれども、総合計画を踏襲するならば、私は町としての基準というのが

要るんではないかと。もう地方自治法外れていますので、新たな基準というのが要るんではない

かと。つくってもつくらなくてもいいと、それはいいんだというように思うんですね。

だけども、つくらない場合に、言えば首長のマニフェストの意向が反映しやすいと。４年間は

首長のマニフェストでいくと。４年間過ぎると、首長変わるとまた違ったマニフェストでいくと、

こうなりがちなので、背骨、町としてのスタンスを決める、それが総合計画なんですね。ですか

ら、それを制定する場合には、踏襲する場合には新たに条例が要るんではないかというふうに思

っています。もういいです。時間が過ぎますので、少し調べていただいたらありがたいなという

ように思っていますので、よろしくお願いします。

それでは、建設課伺います。阿蘇シーサイドパーク都市公園整備、２３５ページに載っていま

すけれども、１億２，０００万円という事業費が載っています。この中身を教えてください。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） ご質問にお答えします。都市公園整備事業ということで、阿蘇シーサイドパーク

整備工事費に１億２，０００万円予算を計上させていただいております。これにつきましては、

都市公園整備補助ということでは国の交付金事業の部分が７，０００万円予定をさせていただい

ております。それから、都市機能用地の工事請負費の部分もこの部分に入れさせていただいてお

りまして、すいません、最初の部分が７，２００万円、それから都市機能用地の部分が

４，８００万円というふうな内容で１億２，０００万円計上させていただいております。

内訳についても若干説明をさせていただきたいと思っています。阿蘇シーサイドパークにつき

ましては、平成２４年度を最終年度とさせていただいておりまして、今こういった予算を組まさ
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せていただいております。この中で整備をしたいというふうなことが内容でございますけれども、

管理センターというふうなものを建てていきたいというふうに思っております。それから、こと

し、今遊具の設置をさせていただいておりまして、その間の植栽だとか、それから、あと街灯の

部分につきましては電柱を立てずに地中に埋め込みというふうにさせていただいておりまして、

電線化の設置をこの都市公園の補助のほうでやっていきたいというふうに考えております。

それから都市機能用地の関係につきましては、２月の終わりだったというふうに記憶をしてお

りますけれども、阿蘇シーサイドパークの設計審査委員会を開かせていただいておりまして、最

終的に都市機能用地の活用につきましてはグラウンドゴルフ場をさせていただきたいというふう

なことでご提案をさせていただきました。委員さんの中でも、今ほかにもというふうな内容もご

ざいましたけれども、やはりこうやって京都府のほうもたくさん人が来ていただけるような公園

に整備してくれというふうなこともございまして、今グラウンドゴルフの関係が高齢者の方を中

心にずっと人気を博しとるというふうな点もございまして、この都市機能用地の部分につきまし

てはグラウンドゴルフ場というふうなことで整備をさせていただきたいというふうなことでご了

解をいただきました。

それから、その横の部分に、今現在道形になったような、道路形になったような残ってまして、

進入路部分がありますけれども、その部分も一定整備をさせていただいて、あそこの一帯をこの

平成２４年度で完了したいというふうな思いからこういった予算の計上をさせていただいたとい

うようなことでございます。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 都市機能用地につきましては、私が聞いていた部分です。では、多機能といいま

すか、多目的のいわゆる広場で整備をしたいという当初意向を持っておられたというふうに思っ

ています。それが、今聞きますとグラウンドゴルフ場をつくるんだということなんですが、なぜ

変更されたんですか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをしたいというふうに思います。当初はそこの部分を、いわゆる多目的な

広場というふうな扱いにさせていただいておりました。しかし、いわゆるその中に、例えばテン

トを張る部分だとか、そういったことも考えておりましたけれども、やはり整備をするなら一応

目的を持って整備をするべきではないかというふうに思っておりまして、いろいろとうちの建設

課の中でももませていただきました。しかし、中途半端な施設をつくるんならこの際きちっとし

た格好で整備をして、やはり人が来てもらえるようなそういった整備をするべきじゃないかとい

うふうな思いから、最終的にうちの中で意見をまとめまして町長のほうにこういうふうなことで

やらせてほしいというふうなことをご相談をさせていただき、また設計審査委員会の中でもお認

めをいただいて、今回こういうふうな格好にさせていただくというふうにさせていただきました。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 目的を持って多くの方に来ていただけるように整備をしたいと、それがグラウン

ドゴルフ場だと、こういう答弁だったというふうに思うんですけれども、グラウンドゴルフ場を

つくっただけでは人は来ません。確かに、今そのブーム的に、中高年を中心にグラウンドゴルフ

をされる方がたくさんおられます。時間もあり、ある程度お金にも余裕があり、そういうレジャ
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ーを楽しみたい。そして、そこに行けばいろんな人と出会ったり話ができたりするから行かれる

んで、施設をつくっただけでは絶対人は来ません。

そういった意味では、あそこをどのように管理し運営するか、来ていただいた人にある程度満

足といいますか、そういう形で帰っていただかなければ次は来てもらえない、これははっきりし

ているんですね。場所だけ提供したって人は来ないんですよ。いろんな人との話や、会話や、あ

そこ行ったらああいう管理人さんがおるとか、あの人が来るからとか、そういうことがあってそ

の場所に行くんですよ。そういうことを考えますと、どういう形であそこを管理、運営されよう

としているんですか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをしたいというふうに思います。前にも質問があったかもわかりませんけ

れども、やはり私どもといたしましては、最終的にあそこを指定管理者に管理者制度を使って管

理をしていただきたいというふうに私自身は思っています。それには今の何もないところから指

定管理者制度を使うなんてことはできしませんし、もちろん人を呼び込むというふうなことを今

後考えていかなければならないだろうというふうに思っております。

また、先ほどちょっと言い忘れましたけれども、あそこの公園自体が四角い成形な公園ならば

いろんな活用方法もできるんかなというふうに思いましたけれども、いかんせん三角形のような

形をしておりまして、なかなか多目的に使うというふうなことを考えても種目がしれとるという

ふうなこともございます。そういったことから、そういった整備をするべきではないかというふ

うな思いがございました。

今また議員の質問に返るわけですけれども、そうなってきますと、やっぱり、今、人が来ても

らえる、それから今後高齢者社会を迎える中でも一定やっぱり人がそうやって来てもらえるよう

な、そういった階層の部分をターゲットにするべきなんだろうというふうに思っております。そ

ういうふうな中では、やはり言うたら将来的にも人があそこで来ていただけるというふうな整備

をしなければならないというふうに思っていますし、それから、人がやっぱり来てくれる中で、

例えば前にもありましたけれども、そういった例えば産地の特産品を売るだとか、そういったこ

とも活用できるんかなというふうに思っております。

できましたら、たくさん人を呼び込む中で指定管理者制度を使って、指定管理者でそういうふ

うな管理をしていただきたいというふうな思いが私としては思っておりまして、それには、今議

員がおっしゃいましたように、つくっただけで人が来てくれへん、それは当たり前の話だと思っ

ています。こっちも汗かかんなんと思っていますし、そういうことで今後やっぱりいろんなとこ

ろの協会だとか、そういったところとも協議をさせていただいて、できるだけいい、そういうふ

うな施設をつくりたいというふうに考えております。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 施設をつくられる私は以前に、あそこにグラウンドゴルフ場ができたら我々が少

しでもかかわってあそこを管理したろとか運営したるでという、そういう話がもともとあるんな

らいいですよ。あるんかないんかわかりませんけど、答弁していただいたらいいんですが、そう

いう話がある中でそういう人たちを応援する、町の中を賑やかくする、そういうことが町長の姿

勢ではなかったかなと。頑張る人に応援する、自助、共助、公助ですよ。これが私は太田町長の
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基本中の基本姿勢ではなかったかなというふうに思っています。だれかがあそこを、我々が面倒

を見るでと、つくってくれということなら別ですが、そういう方あるんですか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをします。今そういった団体があるのかどうかというふうなご質問をいた

だいております。これは、野田川のグラウンド協会だとか、の方からも今のあそこの都市機能用

地の部分にそういった施設をつくっていただけないかだとか、あるいは今の岩滝の老人会のほう

も今は同じ阿蘇シーサイドパークの中の芝生のところでグラウンドゴルフをやられていますけれ

ども、なかなかそっちではできないというふうなこともございまして、この間設計審査委員会に

はお見えにはなっておりませんでしたけれども、そういった方が、わしらもきばって管理するで

というふうなことをいただいておりますし、その後に最終的にこうこうこういうことでグラウン

ドゴルフをやらせてもらうことになりましたというふうなときに見えまして、僕らも一生懸命や

らしてもらうで何とか頼んますというふうなことも言っていただきましたし、今後そういうった

団体の方も含めてよりよいこの施設をつくっていきたいというふうに思っておるところでござい

ます。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） そうして応援といいますか、我々の手助けをするでという方がいらっしゃるとい

うふうに今聞きました。しかし、課長の最初の答弁では指定管理者にするんだというお答えがあ

りました。余りにも安易過ぎないかと。そういう方たちがあるんならまず運営していただく、こ

れが最初ですよ。そこで一生懸命、いわゆる民間の力で運営していただいたらいいんですよ。そ

れがスタートではないですか。最初から指定管理者ありき、こんなやり方はおかしいんではない

ですか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをします。確かに、今最初に言うたことと変わっとるいう部分があるかも

わかりません。ただ、言いましたように、やっぱりそうやって業界の方も協力していただかなけ

ればできませんし、やっぱり取っかかりが必要だというふうに思っています。その中で、いかに

してあそこの施設を有効に利用していくかというのが私としては一番必要なことなんかなという

ふうに思っています。やっぱり支えていただく人が大勢なかったらなかなかそういうふうなこと

はできないいうふうに思っておりますし、滝の今の施設の部分についても、そうやって一生懸命

やってくれる人があるさかいに今そうやってずっと長くご利用いただけるんだろうというふうに

思っております。私としては、究極はそういうふうなことをして大勢来ていただけるようになっ

たら、やっぱり一定程度どこかでそういうふうなことを考えて、いわゆるその地域がうまいこと

いくようと同時に、あるいは第三者に入っていただくというふうなことも考えなければならない

のかなというふうには思っておりますが、一足飛びにそこまでいかないというふうに思っていま

す。それは、やはり実績を積んで大勢の人に来ていただくと。それによってはじめて指定管理者

なんていう制度ができるんかなと。もちろん、その中にはいろんな試行錯誤もしなければならな

いだろうというふうにも思っておりますし、今議員がおっしゃっていただいたというふうなこと

が、それはそうかもわかりませんけれども、１からずっとそういうふうな格好で応援していただ

くいう方やら支えていただく方を持ってはじめていろんな動きが出てくるんかなというふうに思
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っております。

ただ、一番今言いましたように、やっぱり最後は大勢来てもらって、そうやって地域の部分が

いろんな中で活用していただけるというふうになるには、やっぱり一定のそういった指定管理と

いうふうなことも必要ではないかというふうに思っております。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 私は、別にあそこにグラウンドゴルフ場をつくることは反対しているんではない

です。４，８００万円もかけてグラウンドゴルフ場何面か知りません、２面か３面でしょう、つ

くって、指定管理を入れて、最初から、最初からというんか、そういうことを目標にして、そん

なことなぜしなければならない。まずやっていただく人に、希望の人にやっていただく。

４，８００万円もかけてやるんですから。どこだってやってほしいですよ。芝張ってくださいよ。

指定管理してくださいよ。こんな簡単にできるんだったらどこだってやってほしいですよ。

今、加悦奥でもグラウンドゴルフ場があります。あれは町営です。地域の人が管理しておられ

ます。それから私の地元でも滝のグラウンド場あります。あれは公費は一切入れていただいてお

りません。自治振興補助金だとか、そういった形の支援はお世話になっておりますけれども、一

切我々の力でやっています。今後そういうことが成り立つんだったら、あそこ整備してください

よ、我々できないから指定管理してください言うたらしてくれるんですか。

議 長（井田義之） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） ちょっと私のほうから申し上げたいと思います。建設課長がお答えしているとお

りなんで、補足ということにはならないかと思いますけども、少し発言をさせていただきたいと

思います。

都市機能用地につきましては、今建設課長がお答えしましたように、現在は議員もご承知のよ

うに部分的に大きな石がごろごろしておったり、あるいは一部木が植わったりしている状況です。

平成２４年度で一定公園部分が完成をいたしますので、引き続いて都市機能用地もこの機会に整

備をしたいということの中で、まず今のままでは管理ができないということで、都市機能用地に

暗渠排水を施したり、それから成長した後きちっとした芝を張るということで、まず管理をしや

すくするということがあります。その中で芝を張るわけで、今の公園部分と違ってグラウンドゴ

ルフにもきちっと適した芝生を張っていこうということを考えています。ただ、その成長して張

り芝をした場所はグラウンドゴルフにしか使えないということではなくて、さっきも申し上げま

したように、一部軟弱地盤があったり排水が悪かったりしますので、暗渠排水をしてきちっとし

た状況にして芝も張れば、グラウンドゴルフにももちろん使えますし、それからイベントなんか

で使おうと思えば十分使うこともできますし、そういった意味では、グラウンドゴルフに限定し

た活用方法だけではないというふうに思っております。

それから、建設課長が個人の思いとして指定管理も考えられるということを申し上げましたけ

ども、横の広い公園部分と、それから今回整備を図っていく都市機能用地、非常に面積も広いで

すし、あそこの維持管理をしようと思えば、現在町のほうが直営で管理をしていますシルバー人

材センターに草刈りとか芝の刈り込みをお世話になったり、庭木の剪定をお世話になったりして

いますけども、いつまでも公園部分、さらに都市機能用地を含めた全体を町が直営で今のまま管

理するのがいいのかどうか、都市機能用地も整備ができれば一体的に管理をすることを考えなけ
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ればならないと。だから、今回公園部分の一番端のところに管理棟を設置します。その管理棟を

中心に公園全体を、都市機能用地も含めて管理を考える中では、一つの方法として指定管理者と

いうことが考えられるということを申し上げただけでありまして、はじめに指定管理者ありきと

いうことではもちろんありません。以上、補足にならかなったかもしれませんけども、私の認識

を少し披露させていただきました。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） ちょっと説明をさせていただきます。都市機能用地は阿蘇シーサイドパークをつ

くる中では道の駅だとか、そういった施設にというふうな話がございました。しかし、それはも

ちろん町がするという意味だったんだろうなというふうに解釈をしておりますけれども、しかし、

今岩滝海岸線という新しい道路ができましたけれども、町としてあそこの部分に箱物を建てるだ

とかいうふうなことは考えておりませんでした。しかし、今のままずっと置いといたらええんか

というふうなことにはならないだろうということから、このこういった施設でそういった要望も

出ておるというふうな中で、今回そのように決めさせていただきました。議員が言われるんがも

ともとそうだろうというふうに思っておりますけれども、いつまでもあの状態のままで置いてお

くというふうなことはできません。今、そうやって管理もしてやるでというふうな人がそうやっ

て出てきていただきましたんで、町として、一定やはり砂ではどうしても土ぼこりがたつだとか

いうふうなこともございまして、今回芝を張らせていただいてきちっとした整備をしていきたい

というふうな思いで今回予算を上げさせていただきました。

そら、もう確かに言われるように、すべて全部がこの１から１０までずっと整ったようなこと

にはなっておりませんけれども、今後そうやって一生懸命努力させていただいて、何とか皆さん

が喜んで使っていただけるような施設にしていきたいというふうに思っております。

議 長（井田義之） ここで、暫時休憩をいたします。午後２時５０分まで休憩します。

（休憩 午後 ２時３５分）

（再開 午後 ２時５０分）

議 長（井田義之） 本会議を再開し、休憩前に引き続き一般会計予算に対する今田議員の質疑を続行

します。

今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 私は、別に建設課長にけんかを売ったり、あるいは私が滝出身ですけれども、滝

のグラウンドゴルフ場を例にとって我田引水しようとか、そんな思いで発言しとるのではござい

ません。あそこを整備されるというのは別に反対もないし、町としてあのまま放っておけないと

いうこともよくわかります。しかし、多目的広場の予定をわざわざグラウンドゴルフ場の整備に

変えられてグラウンドゴルフ場をつくられるわけですね。そうした場合に、私たち滝もそうです

し、加悦奥もあります、いろんな形のグラウンドゴルフ場がある中で、ほかの地域から文句が出

ないようにある程度公平、整合性をとってあそこを整備し運営をしていただきたいと、こういう

思いで発言しています。

町長、そういうことで今後進められるに当たっては、ぜひそういうことを重要視していただき

まして進めていただきたいというように思っています。いかがですか。

議 長（井田義之） 太田町長。
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町 長（太田貴美） 今回同じ整備をするんなら、同じ芝を張るんなら要望のあるそうした形での整備

をしようということでございますし、別に大きく芝を痛めること以外でなければ、グラウンドゴ

ルフしかだめだというような広場でもございませんし、そういう意味では、あそこをそのまま置

いておくということについてはやはりいろいろと問題があるし、周辺部につきましても、非常に

進入道路にしましてもせっかくのあれですから何らかの手だてを打つ必要があるということで、

同じするんなら一応グラウンドゴルフもできるような形で整備をしようという考え方でございま

す。

本当に滝のほうのグラウンドゴルフ場、またアップルファームの奥の今一生懸命地元の皆さん

でグラウンドゴルフ場をしていただいているあのところにつきましても、常々私自身もあれだけ

一生懸命やっていただいております。トイレも町がつけましたけども、たった１つですし、いろ

んな一時に大勢の皆さんがお手洗いを使われるにしても、あのまんまでいいのかな、また自分た

ちで一生懸命農業用のシートなんかやそういうもので日陰をつくったりということで、本当に手

づくりでやっていただいていることについては、本当に頑張っていただいているということで非

常にありがたく思っております。

当然、先ほども出ていましたように、地元から要望のありますそうした阿蘇シーサイド横の場

所につきましても、やはり地元の方が自分たちでもそれをやっていこうという強いお気持ちがあ

ったもんですから、今回ぜひ同じ整備するならということでいたしました。

今後につきましては、特に同じようなグラウンドゴルフ場の中で一定の、どこまで整備ができ

るかわかりませんけれども、そういう頑張っておられるところについては、やはりもう少し皆さ

んの使い勝手のしやすい方法といいますか、それらもまた要望をお聞きする中で整備が必要にな

ってくるんではないかというふうに考えております。今、なかなかお約束はできませんけれども、

できるだけそうして頑張って維持していただいているところについてもやはり目を向けていく必

要があろうかなと思いますし、あそこの周辺、いろいろとリフレも再開しましたし、工芸の里も、

ああいったところもあの周辺一帯をやはり充実させるためには、そうした一つのあの周辺の整備

という中ではそうしたことも必要かなというふうに考えております。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 建設課長から指定管理という言葉が出ましたので、こういう形での議論になりま

した。十分、今の町長の答弁を聞きますと公平性、整合性をとってやっていただけるものだとい

うふうに判断をしております。今後についてはよろしくお願いしたいと思っています。

次、予定していましたけれども、残りの時間ではとてもできませんので、議長、３回目をする

ことをお約束といいますか、予約しておきます。以上です。終わります。

議 長（井田義之） １３番、赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） それでは、阿蘇霊照苑の件で質問をいたします。今回、歳入の部で衛生使用料と

しまして７１０万２，０００円上がっているわけですが、文教厚生常任委員会で阿蘇霊照苑の利

用の仕方について条例化したいというふうなことを担当課長のほうから聞きまして、その後、

３月７日に業者を集められてお話しされたというふうなことも聞いていますが、この件につきま

しては、浪江議員やら、あと有吉さんでしたか、それから塩見さんでしたか、３名の方が質問さ

れていたようでございますが、どうも私委員会で聞いたことやら、またきょうこの場できょうま
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でに聞いた課長の答弁、町長の答弁聞いていますと、どうも何かこう不自然といいますか、わか

らない面たくさんありますので、あえて、非常に火葬場という大変大事な場所でありますので質

問をさせていただきます。

まず結論から行きますけども、こういった資料をいただきまして、丸ペケの、この方法でいわ

ゆる平成２４年度はきょうまでどおりこの方法で行かれるということなんでしょうか。まずこの

点からちょっとお願いいたします。

議 長（井田義之） 朝倉住民環境課長。

住民環境課長（朝倉 進） 赤松議員のご質問にお答えいたします。今現在のこの方式ですね。何か

１０年ほど前といいますか、私が聞いておるのは１０年ほど以前からこういうふうな形で協議が

なされ、合意がなされてきておるということでございます。

議員おっしゃいましたように、３月７日に葬祭組合の宮津与謝の６社にお集まりいただいて、

この確認をさせていただいたということでございます。その中にはいろいろと議論といいますか、

意見はありましたので、その場ではとりあえずお話はお聞きした上で、またご返事を差し上げる

という形になりますけれども、基本的には今のこの方法をそのまま続けさせていただこうかなと

いうふうに思っております。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） この火葬場の設置というのは、地方自治法の墓地埋葬等に関する法律、いわゆる

法律第４８条に基づいてほとんどの、全部と言ってもいいですけど、ほとんどの市町村がこの法

律に基づいて設置されるわけですね。そうですね。となりますと、この法律に基づいてでござい

ますが、この法律第１３条には、これはこの火葬の求めを受けたときは正当の理由がなければこ

れを拒んではならないと。これが大きなとこですね。だから、全国の自治体で自分の町、市以外

の者を拒む権利はないわけなんです。現実に拒んでいないわけです。課長首かしげておられます

けど、これほとんどの、例えば舞鶴市ですと当然第１条に墓地埋葬等に関する、いわゆる法律第

４８条に基づき施設を設置すると。ほとんどの条例ここから始まるわけですね。例えば舞鶴市の

場合ですと、市民の利用に支障がないと認める場合、市民以外の者に対し斎場の利用を承認する

ことができると。ほとんどの自治体がそうなんですね。京丹後市さん、本市の住民でない者から

火葬場の利用許可の申請があったときは、市長において支障がないと認める場合これを許可する

と。だからほとんどの自治体、これたまたま今舞鶴と京丹後市を言いましたが、ほかのとこ読ん

でもいいんですよ、ずっと持っていますけど。これがこういうもんなんですね、法律で。としま

すと、当町の、こんなの全くナンセンスな与謝野町のホールや教会を使ったら町外でもオーケー、

これでは。これは全くナンセンス、意味のないことなんです。ましてや、こんなことを業者が決

めるようなこと、全く違うんですね。たしか塩見議員がこの点についておっしゃっていました。

町の大事な施設です。そんなもの、利用方法ですよ。業者の意見を聞いて、そんなのないんです

よね。これ、町が法律に基づいて決めることなんです。いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 朝倉住民環境課長。

住民環境課長（朝倉 進） お答えいたします。確かに墓地埋葬法の１３条に火葬ですとか、あと正当な

理由がなければ拒めないというふうな条文があるというふうに思っています。それから申し上げ

ますと、当然ながら町内の方であろうと町外の方であろうと拒むことはできませんよというなこ
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とになろうかと思っております。その辺では、もう議員おっしゃるとおりであろうかなというふ

うに思っております。ところが、実際今現在、以前にも申し上げましたように、１日３体から

４体の火葬を受ける今の体制でいきましたら、その能力がございます。それ以上の場合には翌日

以降に繰り延べをさせていただいておるということがございます。町外の方も幾らでもウエルカ

ムだよというふうなことには、能力的に悲しいかなできないというふうなことの中で、町民さん

は当然ながらですけれども、町外の方でも今のその体制の中で受け入れられるものについてはこ

ういった方法の中で受け入れをしますよというふうなことは当然ながらある話かなというふうに

思っております。全く拒んでおるわけではありません。町内にあるホールをお使いいただいたら、

当然ながら町外の方でありましても岩滝のその火葬場で取り扱いをさせていただくということは、

その法律に触れることではないんだろうなというふうに私どものほうは考えております。

それともう１点、業者が決めるというか、いうふうなことの件でございます。これ、私の申し

上げ方が不十分なためにそういうふうなことで誤解といいますか、与えておるのかなというふう

に思っておりますけども、実際火葬場で取り扱うべきケースといいますかは当然ながら火葬場を

管理運営しております私どものほうで決めさせていただくというふうなことは当然のことでござ

います。毎年葬祭業者の方にこういったルールで町のほうはいきますよというふうなこと、それ

について意見等をお伺いする中で、じゃあことしも同じ方法でいきますよというふうなことの確

認をさせていただいておるというふうなことも申し上げているというふうに思っておりますので、

そういった意味で各業者のご意見を伺うというか、いうふうな姿勢の中でやっておるということ

でございますが、最終的には、行政のほうでこういったケースをお受けするというふうなことに

しておるということでご理解をいただければなというふうに思っています。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 業者のほうは、じゃあ３月７日にこのとおりいくということで納得されたんです

か。私が知っている範囲では納得されていませんよ。おかしいじゃないですか、それは。あなた

の浪江議員の答弁では、業者の方と話をしてこれで行くことになったとおっしゃったでしょう、

３日ほど前に。そういう発言でしたでしょう、内容は。合意されていますか、じゃあ。

議 長（井田義之） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） ３月７日に宮津与謝の業界の方が、たしか１社は欠席だったと思うんですが、残

る５社すべてお集まりでした。その会議の結果を私も見ました。お集まりの５社の大半が今の方

法でいいということをおっしゃったというのは記録で私も読みました。確かに議員がおっしゃい

ますように、集まられた５社すべてが今の方法がいいというそういった報告にはなっておりませ

んでしたので、そういった意味では組合の総意をその場で諮られたわけじゃないんで、それぞれ

の方の話し合いの場に町の職員も同席をさせていただいたと。じゃあ組合の総意はというて言わ

れますと、それは組合のほうで改めて先日の話し合いのもとに組合のほうで決められることだと

いうふうに思います。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 私も一定の情報をいただいていますけど、いろいろと業者個人名が入ってきます

んで言いませんけれども、宮津の業者の方でもそら使わせていただきたいと、こうおっしゃって

いますね。はっきりとおっしゃっています。もし何でしたら、証拠出せと言われたら証拠出しま
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すけど、おっしゃっています。だから、はっきり言って、こんな町外の方であっても、これは恐

らく須津や府中の方が多いわけですけども、宮津市の方が、町外の方であっても町内のホールを

利用したら教会をオーケー、利用しなければペケなんてことを、普通これは法律に抵触するんで

すよ。だから、もしも当町が、いわゆる焼く能力がないから町外がだめというなら、全部だめな

んです。だけど十分賄えるでしょう。これほとんどの町の市の、だから今言われるように、差し

さわりがある場合は町内が優先なんですよね。たとえ３日待っていただいてでも。だから、その

ため全部それうたってあるわけです。市民の利用に支障がないと認めると。全部うたってありま

す。こういう場合には利用を承認しないと。

ところがこの法律から行くと、こんなもの全くナンセンスなものなんです。この辺理解できま

せんか。私はちょっとわかりませんから。こんな、市外でも当町のホールやお寺だったらいいと、

使わなかったらだめだと、だめなんです、これ、僕調べましたけど。だから、もしも当町がこの

法律に関してだめならだめで、当町は特別市外は全員だめだというんならわかるんですよ。おか

しいじゃないですか、これ。これおかしくないと思われるんだったら、ちょっと私は。むしろ皆

さんのほうが異常だと思うんですけど。

議 長（井田義之） 暫時休憩します。ちゃんと整理してください。

（休憩 午後 ３時１０分）

（再開 午後 ３時１０分）

議 長（井田義之） ここで１０分間、改めて休憩をいたします。３時２０分まで休憩をいたします。

（休憩 午後 ３時１０分）

（再開 午後 ３時２０分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、本会議を再開し、赤松議員の質疑を続行します。

答弁を求めます。朝倉住民環境課長。

住民環境課長（朝倉 進） 貴重なお時間いただきましてありがとうございます。申しわけございません。

きのうでしたか、塩見議員の質疑に対しまして町長がお答えをさせていただきました。今の赤

松議員のお話もそうですけれども、そういったご議論をいただく中で、町長もきのうその点のそ

の議論も考えたいというふうなことをおっしゃいました。私は、３月７日にそういった議論はあ

ったけども今の現状でいきたいというふうなことで、町長とは意見が違うというふうな形でござ

いましたので、その点では今赤松議員おっしゃったお話、あと法律の解釈の話も含めて一定の整

理をしていかんとぐあい悪いのかなというふうなことで、その辺はもう考えさせていただかなん

かなということでございます。

それと、この資料といいますか、この資料がちょっとひとり歩きをしておる部分もあるかいな

というふうな。

１ ３ 番（赤松孝一） もらったで、これ、委員会で。

住民環境課長（朝倉 進） 言いますのが、この資料が、言いましたら今の体制、こういったケースを認

めましょうね、ああいったケースはだめですねというふうなことを整理させていただくのにつく

らせていただいたものでございますので、そういった中では、ホール、寺社、教会いうふうに書

いています。ほとんど９割以上がもうホールからの出棺ですのでこういうふうな形で整理はして

おるんですけども、実際町外の方でも町内の親戚のお宅から出棺されるような場合、それでも、
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言うたらこのホール等といいますか、いうふうな形の中でそれも認めざるを得んのちゃうかなと

かいうふうなお話、議論も当然ながら出てくるんかなというふうに思っておりますので、その辺

のところも整理をしていかんなん話でしょうねということもありますので、その点のことも踏ま

えて今後整理をしていくというふうなことにさせていただければなというふうに思っております。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 整理をしていきたいということですが、１年間に四百二、三十の仏さんが出られ

るわけですから、これ待ったなしなんですね。毎日毎日なんです。だから、いつまでかかって整

理されるか知りませんけど、これ正常なスタイルに持っていっていただきたいと。過ちとは申し

ませんが、間違いを改めることに対して何も恥ずかしいことないんですから、やはりこれは正常

な法にのっとって、そして、例えば町内のホールや教会、お寺を使ったらいいけども、自宅でし

た方を同じ市外の方でもだめだと、これ通用しませんわよ、何も。そんなこと通用しないでしょ

う、だけど。そんな差別できないでしょう、そんなことが。だから、これはどうしても与謝野町

は特例で特別の法を勉強されて、市外の方がだめならだめ、オーケーならオーケー、そういうス

タイルをとらないと、町外の方使った場合は丸で、家はペケだとか、そんな、こんなことは全く

理不尽な話ですよ。これいつまでに改められるんですか。

議 長（井田義之） 朝倉住民環境課長。

住民環境課長（朝倉 進） 議員ご指摘のように、墓地埋葬法の１３条の関係もございますので、その点

も整理をさせていただかんなん一番重要な部分かなというふうに思っております。それで正当な

理由に当たるのかどうかというところを中心に検討もさせていただく中で、今議員おっしゃった

ように、もう待ったなしの課題ということでは理解しておりますので、そういったことの中では

顧問弁護士にでも相談ということもあるかなというふうに思っておりますので、そういうふうな

形の中で整備をさせていただこうかなというふうに思っています。

この近畿のほうで、一つ高槻市の条例を見ておりますと、基本的にはその市内優先ですよと。

市外については１日２件を限度に受け入れますよというふうな形をとっておられます。その点も

踏まえまして、私どものほうも、言うたら能力的にといいますか、体制的に１日に３件、４件が

限度かなというふうな中で日ごろの運転を行っておりますので、そういったふうな形の中で一定

の制限といいますか、いうふうなことをさせていただくにつきましては、こと施設の能力の関係

ということもありますし、もう１点は霊柩車の営業許可が与謝野町内に限定しておるというふう

なこともある中で、業者の方にはこういうふうなことの事情も踏まえてお考えいただくというか、

私どものほうの考えといいますかをご理解いただきながら今までしてきたというふうなことの経

過がございますので、そういったふうなことの中で今まで来たわけですし、今後もそういうふう

なことのご理解をいただきながら進めていきたいなというふうに思っております。

１ ３ 番（赤松孝一） だから、言うたように、いつまでに開催ですか。

議 長（井田義之） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 先ほど資料をお示しになって、こういった現状をナンセンスというようなことを

おっしゃっていましたけども、議員が披瀝されましたように、法的には町外の人を拒む理由はあ

りません。きのう塩見議員のご質問に対して町長が答弁をする中で、考え方としては、やはり町

の施設であるんで町民の利用を最優先に考えなければならないということを申し上げました。そ
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ういった意味から言いますと、現在は町内のホールを町外の方が利用された場合、言いかえます

と、自宅から出棺をされる方もありますけども、町民の方が町内のホールの中で町外の方が既に

予約があるということでありますともうそこで一定制約を受けますので、町民の方の利用がほか

のホールでしか、あるいは自宅からしか出棺できないということになりますので、そういった意

味では正当な理由といいますか、町民の利用に支障がないということが言えるんだろうと思いま

す。

いつまでに整理をするんだというお話でしたけども、先ほど申し上げましたように３月の業界

のお話、とりあえずそれぞれ業界個々の思いを聞かせていただいたというだけの話でありますの

で、その後協会のほうとしても一定協会としての考えを改めて整理をしていただく必要もあると

思いますし、それを受けてといいますか、町は町で一定の考え方を、業界の方の事情を全く無視

するわけにはいきませんので、業界の方の思いも一定お聞きする中で早急に町としての考え方を

改めて整理をする必要があるというふうに思っています。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 今朝倉課長が顧問弁護士さんに相談してとおっしゃっていましたが、私も、当然

当町の町民が最優先ですよね。わかってます、そんなことは。だから、どこの条例でも簡単なん

ですよ。本市の住民でない者から、また本町の住民でない者から火葬場の利用許可の申請があっ

たときは、支障がないと認める場合に利用してもらうと。だから当然なことなんですよ、そんな

ことは。何もこんなもんは顧問弁護士さんに相談をしなければ、皆さんのこれだけ立派な方がお

られる中で判断がつかない問題ではないわけです、こんなことは。これぐらいの決断もできませ

んか、弁護士さんに相談しなければ。法律うたってあるんですよ、ちゃんと、法律第４８条に。

どこの自治体もそれに基づいて火葬場使用条例、皆つくっているんですよ、どことも。これ簡単

と違うんですか。だから、どうしても当町が、当町以外の人が困るというんであれば全員困るわ

けですよ。だれだろうと。そういう場合はですよ。だから、そんなわけにいきませんからどこと

もの町も市民の利用に、文章は違いますが、市民の利用に支障がないと認める場合は市民以外の

者に対して斎場の利用を承認するとか、文章はみんなそうやって一言入っているわけです。ただ

し、こんな方は困りますいうのもあるんですよ。公の秩序、善良な風俗、または公益を害するお

それがある方とか、いろいろと管理上支障がある、こういう困る方はあります、制限は。ただ、

一般的な利用承認はほとんどの市や町はこうやってうたってあるわけです。これは法律に基づい

ているからそうしてあるんです、みんな。ただ、どこの市や町も自分とこの市民や町民を最優先

に考えておられます。京丹後市さんで与謝野町の住民も最近お世話になっております。

議 長（井田義之） 朝倉住民環境課長。

住民環境課長（朝倉 進） 一つ、実際町外の方、例えば宮津市の火葬を受け入れるというふうな形にな

りますと、葬祭業者の方は３社ございますし、ホールとしては４つのホールがございますので、

それを無制限に受け入れるというふうなことは、能力的にはとてもとても受け入れられないとい

いますか、いうふうなことでございます。そうしてきますと、法律では当然ながら、もう言うた

ら無制限なわけですよね。

１ ３ 番（赤松孝一） だから、そんなことは無制限言うてないですよ、だから。需要が、支障があった

らだめ言うてます、だから、僕はそういうて。だから町民が最優先言うてます、何遍も。わから



－468－

んのか、そんなことが。

住民環境課長（朝倉 進） ご意見に対して精査させていただいて、なるべく早く結論を出させていただ

くということにしたいと思います。よろしくお願いします。

議 長（井田義之） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 先ほど担当課長が顧問弁護士云々ということを申し上げました。私の記憶違いだ

ったら申しわけないんですが、私、全国の条例の中で、大都市の中で市民に限定したような条文

の書き方をされている条例がありました。だけど、それが議員が言われましたように法的には問

題なのかなという気はしたんですが、確かにそういった条例を制定されている大都市部の市もあ

りますし、それから、今先ほどるる披瀝されましたような条例の実態もあります。そんな中で、

条例でボンとこの入り口を閉めるといいますか、制約をする形がいいのか、言いかえますと条例

を制定することがいいのかどうか。それから条例で制定するとした場合にどういった形がいいの

かというのは、やっぱり弁護士さんあたりにもやっぱり相談する必要は確かにあると思います。

少し私の思いを申し上げました。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 弁護士さんに相談されようとだれに、そら結構ですけども、要は早いこと結論出

していただきたいということで、私も何も本町以外の方に優先していただこうとか、そんな思っ

ていませんよ。ただ、こんなシステムはおかしいでしょうと。これはおかしいですよ、はっきり

言って。だから、それは改めてもらうのが一日も早く。それともう一つは、やはり市民プールと

か町民グラウンド、そういった同じ公の設備でもまた内容が違いますよね。この人が亡くなった

ときのどう扱うかという非常に大きな荘厳な課題ですから、ましてや伊根町さんはおもしろいで

すよ。伊根町さんは倍もらうと書いてあるんです。伊根町さんの条例には倍いただくと。伊根町

さんは倍になっているんですね、町外の方については。倍使用料いただくと書いてあるんです。

条例でうたってあるんです。伊根町さんの場合はですよ。だから伊根町さんも伊根町外を拒否は

されていませんよ。ただ倍いただきますよとなっているわけですね。だから、いわゆる利用料で

も、今大体、今度与謝野町５万円にしましたけども、大体５万円いうんが大体諸経費の分ですわ

ね。ただ、これを１から土地買って建てて減価償却したら、そんなん１０万円も１５万円も要る

わけですね、１体経費が。だから、それをこれ行政サービスの一環で安くしているわけですし、

それから伊根町さんの火葬場、宮津市さんの火葬場、京丹後市さん、３つあります。いろんな丹

後地域にありますけど、やっぱりお互いにこういったことをお互いにお互いの融通性がないと、

これやっぱり地域に住んでいる、田舎に住んでいる者がお互いの知恵出し合ってお互いの施設を

有効に利用しようと、そういう精神でいないとだめかなというものもつけ加えておきます。

したがいまして、業者の意見も大事ですけど、やはり町としてどうあるべきか、また本町の町

民にとって不利にならないように、当然やはり本町住民を優先にしていただいて、しかしながら

近隣の市や町の方々とも仲よくしていこうと、そういうようなことを利用料も含めて改めてお願

いをいたします。以上でございます。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

１番、野村議員。

１ 番（野村生八） それでは福祉課長に質問をします。１０１ページに障害者の関係のサービスの関
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係がいろんなところの予算が計上をされています。この問題で、今回平成２４年度にいろいろと

内容が変わってくる、こういう問題があります。それらについてどのようになるのかお聞きをい

たします。

まず、小林議員から出ましたが、サービス利用計画、これの関係が強化をされました。これは

前から制度としてはあるわけですけども、ほとんどつくられていないという状況の中で、今回給

付費もきっちりとしてこれをつくっていくということになっています。これは今回の改正で必ず

つくらなければならないということになるのか。そうではない、今までとそこら辺は努力義務み

たいなもんなのか。

それから、この作成費の負担金が１，０８０万円とか、相談支援事業委託料で１，４６０万円、

いろいろそういうつくるための事業があると思います。こういう中で、どれだけの方の利用計画

をつくる予算になっているのか。先ほどの質問とかかわりますが、１００％なのか、もっと少な

い人のつくる予算なのか。それらの点も含めて、今回この面でどのように変わっているのかお聞

きをいたします。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ただいま議員のほうから２点のご質問をいただきました。まず計画等についてな

んですが、必ずつくらなければならないかということでございますけれども、これについては、

今の段階では１００％必ずつくらなくてもサービスは今使っていただいておりますので、これに

ついては必ずつくらなければならないということにはなっておりません。しかし、今後について

は以前のご質問にお答えしましたように、これは介護保険と同じようにケアマネジャーといいま

すか、調整役の方が必要になってきますので、これは今後については必須になってくると、この

ようになっております。これについては、大体３年後をめどぐらいでということで認識はいたし

ております。

それと、ケアプランの人数的なことでございますけれども、このケアプランについても、施設

入所の場合については計画を立てますのは１年に１回程度立てていただいたらこれで結構かとい

うように思いますけれども、在宅サービスを受けられる方については、基本的に半年に１回程度

はケアプランの策定が必要だということでございます。また、施設なり病院から退院されて常に

サービスが変わるような場合については、一月ごとにそのサービス計画を立てなければならない

というようなことになってございますので、平成２４年の予算の中では、とりあえず１万

５，０００円の月に６０人分を計上をさせていただいて、それの１２カ月分ということで

１，０８０万円の予算を計上させていただいているというところでございます。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 今ありましたように、つくった後も一定期間モニタリング等々で把握をしていく

ということも必要になって、非常に手間をかけてこういう体制をつくっているということになっ

ていくと思います。

それで、この計画をつくるために今６０人分というふうに言われましたが、いわゆる介護保険

のケアプランと同じように、ケアマネジャーさんが１人何人とかいう形で、それ以上を持てば単

価が下がるというふうなことがありますが、この自立支援法もそういうふうな内容になっている

んでしょうか。そういう意味で、３年で必須になるということですが、その必須になった場合は
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どれぐらいの人数になるのか。平成２４年とそれから必須になった場合、これにかかわる人材と

してはどれぐらいの人が要ることになるのか、その辺の見通しも含めてお聞きいたします。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ご質問の、実際３年後についての利用人数等々のことを聞かれておりますけれど

も、実際、ちょっとどれぐらいの方にどのようにケアプランを立てていくというのがなかなかイ

メージができておりませんので、今後の制度そのものが大変変わってきております。

ご承知のとおり、この制度そのものがことしの３月３１日をもって、平成１８年度に制定され

た自立支援法というのが、これがもう終わってしまいます。その後につきましては、来年の７月

いっぱいまではこの障害者、ちょっと長い名前なんですが、「障害者制度改革推進本部等におけ

る検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法律」ということを、大変長い名前の分で、来年の７月まではこの

つなぎ法案でつないでいきます。その後については総合福祉法に変わると、このような流れであ

ったわけなんですが、もうご承知のとおり、最近になって総合福祉法については、もういつでき

るかわかりません。５年後にできるだろうというようなことが国のほうが発表されまして、この

あたり本当に変わってくる状況でございますので、ご質問いただきましたこの人数的なことにつ

いても、どの方にどれだけのサービスなり計画を立てていかなければならないということはちょ

っと今の段階では申し上げられんいうんか、数字が把握をしておりませんので、またこのあたり

については、今後、ことし実際にそのサービス事業所のほうに委託をしますので、その方々のお

話を聞きながらきちっとした数字が上がってくるんじゃないかなというように思っております。

少しご質問いただいた内容の答弁にはなっておりませんけれども、そういった状況であります

のでご理解をいただきたいというように思います。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 今言われましたように、例えば事業所にこの来月４月１日から変更になる給付費

の内容等の説明が今月の２６日に京都府からあるわけですね。２６日いうたらもう５日後から改

正になるのが今から説明会があると、こういう実態ですから、課長が言われるように全く間に合

っていないと、そういうような国の状況ですね。だから、今の答弁はそのとおりだろうなという

ふうに受けとめるわけですが。余りにも、事業者もそうですし、町にしても、サービス受けられ

る方もその内容によっては費用も変わるという問題もありますし、もう少しその辺はしっかりと

やっていただく必要があるなというふうに思っています。

それで、先ほど１回目が１万５，０００円等々の単価ということを言われましたが、これにつ

いては自立支援のこの国からの、あるいは府からの収入の中に、全体の中にそちらの負担分とい

うのは入っているということでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） このプラン作成については補助の中に入ってくるということでございますので、

基本的にこの障害者福祉の関係についての補助金につきましては、国２分の１、府４分の１とい

うことで、このプラン作成についてもそういったことであるというように理解をいたしておりま

す。

議 長（井田義之） 野村議員。
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１ 番（野村生八） １回目１万５，０００円はとにかくとして、２回目からは、これが大幅に下がり

ます。全体を見れば、この単価でとても独立してこの利用計画を作成していく、ケアプランを作

成していくということが事業としては成り立たないんではないかなというように思うんですが、

介護保険も実際そのとおりで、成り立たないからほかのサービスをしているところが赤字でもや

ると。そして包括のほうはもう町がやらざるを得ないという実態があります。この障害の分野も

同じようなことになるんではないかなというように思っていますが、課長はその辺はどのように

お考えでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） このあたりは、本当になかなかケアプラン策定だけでは介護保険の中でも支援事

業だけでは苦しいということがございます。こういったことがございますので、１０１ページの

下のほうの障害者団体支援事業の中で相談支援事業の委託料というのを、これを大幅にふやして

おります。これも以前申し上げましたけれども、昨年までは７００万円程度、ことしについては

１，４６０万円ということで、相談支援専門員の方、社会福祉士、それから相談員の方、この

方々をお願いしまして、ケアプランだけでは費用が賄えない部分については町の単費でもってこ

の支援事業所にお願いをするということで支援体制をしっかりと支えていきたいというように思

っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） そういう意味では、今答弁あったように非常に丁寧に「結」に委託するというこ

とですかね、取り組まれているというふうに思っています。今後、これはさらに人数がふえてい

くと、対象人数がふえていくというか、ふやしていかないけないということですから、その辺も

含めて、今後も含めてぜひよろしくお願いしたいと思います。

次に、子供の分野について大幅に変更になりまして、これはもう自立支援法から児童福祉法に

そもそも変わりました。今事業所は、そういう意味では申請やり直さんなんと。もちろんさっき

ありましたように間に合わないんで、これも３年以内ですかね、いう形にはなっていると思いま

す。それで、今回児童福祉法に自立支援法で子供の支援をしていたそういうサービス事業所が、

児童福祉法に変わってそちらの関係と協力しながら一体的にやるということになっていますが、

与謝野町の場合、今回の改正でどのような変化があるのか、できるのか。その辺について課長は

どのようにお考えでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 児童の方の障害を持たれた方については、福祉課でいきますと、担当としては福

祉課ですべて障害の方についても児童の関係についても対応をしております。そういった意味で

ございますので、今ご説明がありましたように、自立支援法から児童福祉法にこの子供さんの場

合についてはサービスが変わりますけれども、相談体制なり対応等については障害係がするとい

うことで、町民の方については、この制度が変わったから違う窓口に行かなければならないとい

うことは考えていただかなくても結構でございますので、今までどおり障害者担当のほうで受付

をしていただいたら結構ですし、また、そのあたりがどうなるかわからないなということであり

ましても福祉課が窓口になっておりますので、そういったことで、この利用される方らの心配や

ら、それからあっち行け、こっち行けというようなことがないようにきちっと課の中で整理をし
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ていきたいというように思いますので、安心をしていただいたら結構だというように思います。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 次に、児童デイサービスの対象は２０歳までということで引き上げられました。

この関係で、当町では１０１ページのその上に長期休暇支援事業委託料ということで、長期の休

暇のときに今までの児童デイで対象になっていない方を対象にしたサービス支援に取り組んでい

ただいております。この関係は今回の改正で何か変更があるのか。今までどおりの形でやらざる

を得ないのか。その辺についてはどのようになっていますか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ご質問の児童デイの関係についてお答えをさせていただきたいというように思い

ます。質問いただきましたように、児童デイについては１８歳から２０歳まで延長されるという

ようになっておりますけれども、この当地域については、今児童のデイサービス事業所としまし

ては、こういう名称を申し上げますとわんぱくさんとすずらんさんの２カ所で行っていただいて

いるということが現状です。ここの利用していただいている方については小学生以下の方にご利

用いただいておりますけれども、実質中学生の方であったり高校生の方については利用ができて

いない状況でございます。

そこで、先ほど議員さんも紹介をしていただきましたように、これの何とかこの方々、中学生

の方、高校生の方を支援させていただきたいということから、与謝野町では平成２２年度から中

学生、高校生の支援学校に行かれた方の長期休暇の預かり事業を行っておりまして、中学生の方

の活動の場であったり、また健全な育成なり、それからご家族の介護支援等を行っております。

本来に戻りますけども、これが２０歳まで伸びてきましても、当町としては先ほど言いました

支援学校等の長期休暇の事業をさせていただくということでありまして、１８歳から２０歳まで

の延長部分についてはなかなかちょっと手が回らないという状況でございますので、結論から申

し上げますとサービスが今の体制より変わるということはないということで、今の体制でしっか

りと支援していきたいというように思っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 当町独自に今言われたような形で取り組まれとるということで、引き続きよろし

くお願いしたいと思います。

次に、保育所などの訪問支援ということが強化されたという言い方でしょうかね、強調されて

おります。こういう取り組みというのは、現状で早々に始まるという状況にあるんでしょうか。

それとも、まだいろんな今求められとるものについてやりこなせる上では何か課題があるという

か、そういうことなのか、その辺のお考えをお聞きします。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 保育所等の支援についてです。実際、今先ほど申し上げましたように、わんぱく

さんとかすずらんさんなんかをご利用されておる方については、当然保育所なり幼稚園、また小

学校等々の連携をしっかりとして支え合うという体制をできておりますけれども、今新しいこの

制度によりますと、このマニュアルを見ておりますと、児童発達支援センターを中核とした地域

支援体制の強化ということがうたってあります。これはどのようなものかと申し上げますと、こ

の児童発達支援センターという組織を立ち上げまして、そこを中心にしていろんな方、保健所で
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あったり医療機関を巻き込んだりしてセンター機能をしっかりとし、そしてその中に保育所部門

があったり相談支援事業部門があったりということで児童発達支援センターを立ち上げるという、

このような将来的なイメージがつくってありますけれども、なかなかこの児童発達支援センター

をつくっていきますと、センターの指定基準等については嘱託医が１人以上要るとか、児童指導

員及び保育士等が何名以上要るというような制限がございますので、このようなセンターとなっ

ていただく事業所が本当にこの地域で出てくるかなというようにちょっと心配はするわけなんで

すけども、将来的には、やはりこのあたりについても町が単独でできない場合については若干の

広域の部分も認められておりますので、そのあたり、他町と連携をとりながらこのあたりについ

ても立ち上げについて検討していかなければならない課題だというようには思っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） なかなかハードルは高いみたいですね。当町では、関係者による協議会が府下で

も先進的な取り組みをされております。そういうところでも、それぞれの立場でいろんな情報が

やりとりされながら必要な取り組みについて審議がされているというふうに思っています。そう

いう中で、まず、なかなかすぐにできないそこら辺をそういう趣旨でさらに深めていくような、

そういう努力もしていただきたいと思います。

いずれにしても、言われたつなぎ法案というのが児童福祉の総合福祉法に行く前ということで

すが、今回国会に出された内容は、もうまともに言われとるもの、約束したものとは違うと。こ

れは請願のときにも伊藤議員が一般質問でも明らかにされました。しかし、それを政府は福祉法

の趣旨になっているというふうに答弁しているということで、このままいけば、この総合福祉法

も約束していたものがつくられないという可能性もありますんで、ぜひそれは行政のほうでも声

を上げていただいて、当町で先進的に取り組んでいる、そういう趣旨が生かされるようなそうい

う国レベルの方向になるようにお願いしたいというように思います。

次に教育長にお伺いいたします。あるいは次長にお伺いします。２６５ページに小学校の、そ

れから２７３ページに中学校の要・準要保護児童援助事業があります。いわゆる就学援助ですが、

この事業の平成２３年度の援助率の見込みと、それから平成２４年度のこの予算というのは、そ

の援助率を引き上げるのに必要な予算が盛り込まれているのか、その点についてまずお聞きしま

す。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） お答えをします。ご質問は援助費の平成２３年度の見込み、まず実績見込みでご

報告をさせていただきたいと思います。まず、平成２３年度の補正予算ベースといいますか、

３月の今回の補正予算のベースで申し上げたいというふうに思います。まず小学校のほうでござ

います。準要比率のほうですけども、見込みで１４．２％、小学校が１４．２％ということでご

ざいますし、それから中学校のほうで申し上げますと１８．１％という見込みということでござ

います。

お尋ねの平成２４年度、この率を引き上げる予算措置になっているのかというお問い合わせだ

というふうに思っておりますが、率で申し上げますと、平成２４年度の当初予算ベースでは、小

学校が１４．２％、それから中学校で申し上げますと２１．８％という率を当初予算では見込ん

でおります。
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議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 小学校と中学校と合わせた率というのがわかりましたらお願いします。これ足し

たらいいんですか。足したらいい。わかりました。

そしたら、以前、いわゆる対象になる収入の低い方であっても就学援助を受けられていない方

があるのではないかという中で、捕捉率について質問いたしました。これはなかなか難しいとい

うご回答とともに、ちょっと検討してみますという回答をいただいたと思うんですが、今回とい

いますか、前に教育の改善を求める請願の中で、いわゆる子供の貧困率が書かれていました。こ

れが２０１０年にさらに悪化して１５．７％というふうに書かれています。これは全国の平均で

して、当町はかなり平均よりも低いわけですね。京都府の平均より１００万円ぐらい低い、この

北部は、というふうに言われています。そういう点から見ても、またどんどんとさらに所得は下

がっているという状況から見ても、今のこの貧困率というのは、当町の貧困率はかなりそういう

点ではこの数字よりも悪い数字、いわゆる数値が上がるという、こういう状況にあるのではない

かというように思っていますが、この辺から見て、いわゆるこの貧困率に当たる方というのはこ

ういう援助をすべき対象だろうというふうに私は思っているんですが、この捕捉率というのを、

こういう見方で一定見当をつけるというか、いうことはいかがでしょうか。

議 長（井田義之） 和田教育次長。

教育次長（和田 茂） お答えいたします。お尋ねの捕捉率につきましては、９月の議会でしたか、６月

でしたか、決算の議会だったと、９月でしたかね、お尋ねをいただきまして、その後どういった

方策があるのかということも調べさせていただきました。その結果をお話させていただいたんで

すけども、収入の部分が大きく左右しますので、なかなか与謝野町内のそういった収入の基準の

資料を集めるのが困難だというふうなことでございました。一定調査をさせていただきましたけ

どもなかなか困難ということで、この与謝野町の捕捉率といいますか、潜在的な部分どれぐらい

あるのかという結論は出ておりません。

議員さんご指摘のようにこういった経済情勢ですので、貧困率といいますか、所得が下がって

きている、まして与謝野町につきましては平均よりも低いというのは当然というふうに考えてお

ります。したがいまして、新聞等でも以前に載っておりましたけども、全国的にこの準要保護と

いいますか、就学援助の関係は率が高うなってきております。したがいまして、与謝野町でも当

然この率が上がっていくということは教育委員会としましても予想をいたしております。できる

だけ漏れのないようにということでＰＲはさせていただきますけども、潜在的にどれぐらいある

のかということについては、現在のところ難しいということでご返事を申し上げざるを得ないと

いうふうに思っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） ぜひこの子供の貧困率ですね、これについてぜひ内容等も検討していただきたい

というふうに思います。これに子供の貧困率に当たる世帯がそもそもこの当町の就学援助の対象

になるのかどうか。この点は今すぐにご回答がいただけるならご回答いただきたいですが、これ

も含めて検討していただきたいというふうに思います。

それで、前にも言いましたが、一般質問等々でも取り上げましたが、この就学援助というのは、

今交付税算入という形で、補助金というのが交付税算入になっているわけですが、国の制度とし
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て取り組まれている内容ですので、やはりこの制度が使える方、こういう社会資源はそういう使

える方がきっちり使えるように制度上をやはり工夫していただく、この必要が大事だというよう

に思っています。それらの検討内容から、そういう必要があればぜひそれは見直していただく必

要があるんではないかと思っていますが、この辺については教育長でしょうかね、お答えいただ

きたいと思います。

議 長（井田義之） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えします。準要保護につきましては、委員会のほうとしましては極力認定し

ていく、そういう姿勢で努めさせてもらっております。いつもこの議会でその制度を利用しても

らうように工夫せということでございますので、その周知につきましては事あるごとに学校を通

じてやらせてもらうと、そのようにしております。

最近、だんだん多くなってきているという、そういう実感はあります。確かに先ほど次長が答

弁しましたように。いずれにしましても、議員さん方のご指摘でございますので、その制度の周

知徹底についてはより徹底できる方法を担当のほうも工夫していろいろ学校現場のほうへ指導も

させていただいております。以上でございます。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） この制度は教育の機会均等を保障する大事な制度ですので、ぜひよろしくお願い

をしたいと思います。以上で終わります。

議 長（井田義之） ここで１０分間休憩いたします。４時２０分まで休憩いたします。

（休憩 午後 ４時１０分）

（再開 午後 ４時２０分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、本会議を再開し、平成２４年度予算の質疑を続行します。

１２番、多田議員。

１ ２ 番（多田正成） それでは、平成２４年度の予算書の２回目の質問をさせていただきたいと思いま

すが、先ほども今田議員のほうから阿蘇シーサイドパークの整備工事についてお尋ねがありまし

た。その中で少し気になる点がございますので、再度お尋ねしてみたいと思いますけれども。

建設課長のほうから、ちょっと私聞き取れなかったんですが、商部のほうの何とかかんとか、

ちょっと言われたんですが、商工会のほうからシーサイドの都市機能用地ですか、そこの活用に

ついての要望書が行政のほうに行っていると思うんですが、その辺の関係をちょっと教えてくだ

さい。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えいたします。商工会のほうから商工観光課を通じまして、阿蘇シーサイド

パークの都市機能用地の部分についての一定その活用方法といいますか、こういったことでさせ

ていただきませんかというふうな内容がございました。それは道の駅だとか、そういったような

活用の方法だったというふうに思っております。これは昨年の２月にも商工会のほうから出前講

座をやってほしいというふうな要望がございまして、そのときにも、商工会のほうからはそうい

うふうな集客できるというのですか、そういった施設を建てて一定の商品の売り上げができるよ

うな施設にしていただいたらというふうなお話がございました。ただ、ある人がそのときにおっ

しゃっとりましたんが、だれが元持ちしてやるんだというふうなことをおっしゃったときに、ち
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ょっと一時会場がシーンとして、なかなか自分でやるという人がないというふうなことでその出

前講座は終わったわけですけれども、改めまして昨年の１２月だったというふうに思っておりま

すけれども、改めてまたそういうふうなご要望があったというふうに聞いております。そのとき

にも、ほなだれがやるのかというふうな中では、私は直接は出ておりませんけれども、町長のほ

うからもそういうふうな、じゃあだれがやるんですかというふうになったときには、ちょっとそ

の辺のところのきちっとしたお考えがなかったというふうな状況でございました。

最初の出前講座のときからもう１年以上今たっておりまして、阿蘇シーサイドパークにつきま

しても、平成２４年度で国の予算がどういう格好になるかわかりませんけれども、全部国の補助

の額の分をいただけたらいうふうな前提ではございますけれども、平成２４年度に完了したいと

いうふうに思っておりまして、そのときにあわせまして今の都市機能用地の部分についてもずっ

とあのままで予定がないままああやって、いわゆる草刈りだとか、そういったことをずっと町が

やっていくのかというふうなこともございまして、そうであるならば、あそこにはもう箱物は建

てないというふうなことを理事者のほうと調整をさせていただいておりましたので、地域のほう

からも、あそこの部分にはそういう施設でなしにみんなが大勢人が集まってもらえるような施設

をというふうなご提案もいただいておりましたので、今回グラウンドゴルフというのですか、み

んなが集まれるようなそういう施設をさせていただきたいということから、芝を張ってそういう

ふうなグラウンドゴルフでもできるような施設にという思いで、今回、今の予算を上程させてい

ただいたというふうな状況でございます。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） その旨は、その要望をしておられる商工会のほうにはその返事をされて、そうい

う計画というのか、予定を言われて、その要望を出されとる方に対しては説明がされて了解は得

た中での今回のこのグラウンドゴルフ場にしたいというふうに言われておるんでしょうか。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） これにつきましては、阿蘇シーサイドパークの設計審査委員会の中で、商工会の

メンバーの方やら、それから商工会には入っておられませんけれども、そういったいわゆる商工

会とつながりのある方もおいでをいただいておりました。その中では、そういうふうな、例えば

舗装するだとかいうようなお話が出ておりました。ただ、町といたしましては、舗装して、ほん

なら何にしとくんだというふうなこともございましたので、その点については、地域のほうから

も舗装した後、ほんならずっとそのまま置いとくというふうなことはなかなかもうできないだろ

うというふうなことも申し上げましたし、それから町も、いつまでも今の格好のまま置いとけま

せんというふうなことを言わせていただきました。商工会の副会長さんは来ておられませんでし

たけど、過日総合計画の委員さんにもなっていただいておりますし、そのときにうちの主幹のほ

うにもそういったこういうことをするらしいなというふうな話がございましたけれども、いやい

や、そんなもん、舗装では置いとけませんということで、適正な管理をさせていただいてそうい

った施設にさせてほしいというふうなことを申し上げました。商工会、今の設計審査委員会に来

ておられた方についても、ほうだねと、いつまでもあのままで置いとくわけにいかんなというふ

うなことの話があったようには後で担当のほうからは聞かせていただきました。直接商工会には

そのことは申し上げておりませんけれども、そういったことで、商工会のほうにもそのようなこ
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とが伝わっとるんかなというふうに思っておりまして、商工会の副会長さんが今の総合計画の委

員さんでもございますので、そちらのほうからそういうふうな話も伝わっとるのかなというふう

に、私どもとしてはそういうふうに認知をしていただいとるのかなというふうに思っております。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 課長の今田議員への答弁を聞かせていただいていると、あのまま用地をいつまで

も放っとくわけにいかない。何とか管理のしやすい方法に持っていきたいというふうに言われて

います。そのためにグラウンドゴルフも要望もあるんでしょうし、町の中の声もあるんでしょう

し、そういったことを考えられるのは私も理解はできるんですが、平成２４年度の国の予算の関

係もあったりして課長は頭を痛めておられるんかもわかりませんけれども、今、ご存じのように

商業・産業が大変低迷をしておりまして、高速道路もつきましたけれども、高速道路のふちを、

周辺を開発しようと思っても、地形的になかなか商業の活性や産業の活性化には向きにくい出入

り口になっております。そうしますと、町全体を見たときに、将来を考えたときには、やはりあ

のシーサイド、あそこが要するに観光地としての最高の場所であるように思います。今後の商業

の活性化には、今を考えるとなかなかその商売は何をしてもうまくいきませんけれども、やはり

今だけのことを考えるんではなしに、将来の若い方々、あるいは農業も一緒になってあそこで物

を販売していきたいというような思いで、今課長がその商工会のほうも若干わかっているんでは

ないかなというふうに思っておりますけれども、きょうも実は三役会を開いておられまして、ど

こまでどうまとめていかれるということは私にはわかりませんけれども、やはり商業の活性化、

そのためにはやっぱりあそこを集積として物の販売の拠点として何とかしたいということで、き

ょうも三役会で会合を開いておられます。今後、その方が、町長もいつも言われるように、町民

の方でやられる方がなかったらこれはどうしようもないんですが、将来のやっぱりかなめとなる

あそこをやはり商工会と一緒になって、もっともっと真剣に話していただいて、できるかできな

いかはわかりません。本当に町民がそこまで声を出しとってもだれもリスクを張る人がなければ

これは仕方がないんですが、今の話は、ゴルフ場も私はもう非常に結構なことだと思いますし、

今のニーズに合うてると思うんですが、やはりこの町の商業活性化するためには、もうあそこし

かないわけですね。個店は全部大手になって閉鎖してしまわれる、今後もまだ廃業されるうちは

避けて通れないと思いますが、何とか、ウイルのように個店が集まってショッピングセンターと

して頑張っておられるところは当然いいわけですけれども、今後の、やはり農業にしても商業に

しても、若い方々がそこを使って商売をするんだという拠点をやはり考えていかないと、今こん

だけ経済の落ち込んだ中で町の財政にも影響してきます。やはり自主財源は町の商業・工業から

入ってくるわけですから、その辺を、今すぐどうのこうのいう答えは出せんでしょうけれども、

もう少し商工会と真剣になってその辺の議論をして計画をしていただけたら私はいいんではない

かなと思いますけれども、その辺はどのように町長お考えでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 商工会の三役さん等々、要望書を持ってこられたときにもお話をさせていただい

ておりました。現在のところ、あそこの都市計画機能用地につきましては、建物を建てるそうし

たつもりはないと。あのまんま置いておくわけにはいかないんで、あそこについては芝でも張っ

て、ある程度公園化できるような形でそのまんま利用していただける形が残したいと。もし、そ
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れぞれの商店の方で、あのシーサイドのところを利用していろんな物を売ったり見てもらう、そ

うしたことについては管理棟をつくりますので、その管理棟の部分を使ったり、あるいはイベン

トのときにはテントを張ってしていただくような形で、常設ではないですけれども、そうした形

で十分利用していただいたらいいというふうなことは申し上げましたし、あそこについてはそう

した上物を建てるつもりはないということと、じゃあ、どなたが本当にやられるんですかという、

先ほど来出ておりますように、そうしたお話もさせていただきました。その後のことについては

先ほど課長が述べたとおりだというふうに思いますし、そういう形であそこを十分生かして、今

あるものを利用しながらやっていただくには十分でないかなと、十分までいかなくてもそうした

ご要望にはこたえられるんではないかなというふうに思っています。

それともう一つ、あそこに道の駅のようなもの、またつくるにしましても、もう既にあれから

先、伊根のほうに向かいます中には、町内の企業の方がそれぞれ力を入れて、今バスが通過して

いくだけではなしにとまっていただく。またあの道ができたことによって、今まで余り目立たな

かった旅館あたりも、ホテルあたりも日の目が当たってきている中で、そうした方たちとある意

味バッティングするいうたらおかしいですけれども、そういう頑張っておられる方ももう既にあ

るわけですから、そうした中で町がそうしたものを建てて、またスムーズに走るべくつくられた

ところで人をとめるということが果たしてできるのかどうか。その辺のことも考えますと、そう

ではないあのほうがより多くの住民の方に利用していただける場所になるんではないかというふ

うに考えておりまして、要望のあったグラウンドゴルフも再三今までにもはじめから要望もござ

いましたし、ある意味町の考え方と合うところがありますので、そうした方向での整備を進めた

いと。

それから、先ほどもちょっと課長のほうから申し上げましたけれども、あの道路側の裏のほう

の道路につきましても、今本当にぬかるんだような格好のぐちゃぐちゃとしたような形になって

おります。今回、あれもきちっと整備することによって、場所を安全にきちっと管理しやすい方

法をとろうとしておりますので、そうしたことを含めて、一度やはりそうした形でこの平成

２４年度中にそれらを仕上げていきたいという、そういう考え方でございます。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 町長のおっしゃるように、管理棟がどのくらいな規模のものかわかりませんけれ

ども、ちょっとした今回農業のほうが直販するような感覚では、直販場をつくられるような感覚

ではとても観光客を相手にするわけにもいきませんし、商業ベースにも乗りませんし、その管理

棟でできると言われるのが、私は余りその意味が、その規模が大きなもんでしたら一緒にその中

に併設できるということがありますんで、その辺はどんなお考えか私にはわかりませんけれども、

今町が計画しておられることがいけないと言っているわけではなしに、そういった商工会の中で

も、きょうも三役会でそんな話をして、まだ一生懸命そのことに向かおうということで意思表明

をしておられます。要望をされた代表者の方も真剣に取り組んでおられます。形はまだできてお

りませんけれども、その辺をやはり今後の商業活性化のために、この町にためにやはり真剣にそ

の辺の議論をしていただいて答えが出てこないと、ゴルフ場もいいです、遊ぶ施設もいいですし、

保養施設もいいんですが、私は余りにもここで議論をしていましても、こんだけ町の中の経済が

弱い中で、甘いほやっとした世界だなというふうに思っていつも私首をかしげとるんですが、も
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っともっと真剣にその辺を取り組む人と話していただいて、できないならそれは仕方がありませ

ん。それは私にはどこまでまとまるかいうことは今わかりませんので強く言えませんけれども、

やっぱり話し合いをしっかりしていただいて計画を出していただきたい、予算組みもしていただ

きたい、そういったことを今お願いをしておりますけれども、町長はその辺の話し合いはまだま

だできる余地があるのでしょうか。もうことしその芝を植えて他目的に使われるのをどうしても

されると言われるんでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） この件につきましては、もう大分前からいろいろと検討もしてきておりますし、

要望を出された時点でも真剣に商工会あたりも考えておられたんだと思いますけれども、その後、

じゃあどういう形になるのかというようなことも全然お聞きもいたしておりません。ただ、言え

ますのは、これらのことについても一定の、先ほど課長が申し上げましたように、設計審査委員

会ですか、その中でもいろいろとご議論いただいているようですし、それらの中で一定の方向性

を見出せたというふうに判断したので、今回のこういう具体的に何に利用するということではな

しに、ご要望のあって自分たちでも管理していこうという、そういうところにまずはゆだねてい

こうということで、今回一つの仕上げとしてそこまでしていきたいということでございます。

今後どういう形になっていくかは、これはわかりませんけれども、一定のここで阿蘇シーサイ

ドパークを含むそうした仕上げの年として一たん切りをつけたいというのが町の考え方でござい

ます。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 今の町長のご答弁を聞きますと、やはりその話し合いがきちっと持ててないなと

いうのが今１点わかりました。町長はそういった形で、商工会のほうから何も言ってこられない

というふうに思っておられますし、商工会のほうは、要望書が出してあるけどそれについてのき

ちっとした回答も何も返ってこないと。お互いに待ち合いっこをしているんですね。そしてこう

いう問題がこう出てきたときにどうだという話になってしまって、決して今の町の、課長はやっ

ぱり担当者ですから、やはりあのまま放置できない、真剣に取り組んでいただいていると私も思

っております。

しかし、やはり町の商業や産業のためにどうしていくんだ、あの機能が使えないかということ

で仮に要望書が出ておれば、もっともっと真剣に何時間もかけて話し合っていただいて、どうし

ても商工会のほうで出店されるような方、そこを利用されるようなことがなければ、それはもう

変更してでもこっちに進みますという形がしてほしいんですが、どうも話を聞いていますと、双

方の話を聞いているとちぐはぐなんですね。だから、そこら辺が、町民の声を吸い上げて行政の

施策をどうするんだということを考えていただかなければならないと思いますし、グラウンドゴ

ルフだって多分要望もあると思いますし、声もあると思います。それはほんならどちらを取るか

という形になるんでしょうけれども、やはり今ここで商業・産業がここまで落ち込んだ中で、今

後これからの若い人がビジネスチャンスをつかむために何とかそういったことを話し合って真剣

にそこへ取り組んでいただけるようなことがある中で、スペースが余ればゴルフ場もいいでしょ

う。そうすると、総合的に集積ができて、なお物販のほうも活気が上がりますし、そういったこ

とがもう少し話し合いをして、そして答えが出していただけないものかと。町長、その辺どうで
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しょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 話し合いをするにしましても、具体的なことが挙がってきませんとそれは話し合

いにならないわけですし、先ほど来ずっと出ていますように、やはり町民の方もいろいろとござ

います。やはり早くからあそこをグラウンドゴルフ場につくってほしいというような要望も、岩

滝からも野田川からも出ておりました。

そういうことを踏まえて考えますと、あそこに新たなものを建てて、海のものになるか山のも

のになるかわからないような形じゃなしに、今すぐにでもやはりそういうことを有効に使ってい

ただける、大勢の方があそこを利用していただけることをまずやるべきではないかと。今後あそ

こは絶対そのままずっとそうですということではない、またいろんな考え方や方法があったりす

るかと思いますけれども、やはりそうしたものが挙がってきたときには、やはりそれらをどうし

ていくかということを考える必要はあろうかと思いますけれども、今の時点で、何もない中であ

のまま遊ばせておくということについては町としてもできませんので、その辺はご理解いただき

たいと思います。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 町長、私が理解するんではなしに、やはり一方ではそういう要望も出しておられ

る方がある中で、その方と十分話していただいて結論を出していただくという方法があればさら

にうまくこの町が力が出し合えるんではないかなというふうに思いまして、今聞いていますと、

もう決まったんだから、もう何を言われてもこうですよというふうに私は聞こえてしまうんです

が、その辺の臨機応変なお考えというのか、まずはその話し合いをしてください。

きょう、まだ三役会でその話をしておられまして、商工会のほうからは何の回答も来とらんの

でいうことなんですけれども、きょう今田議員の質問の中で、もうゴルフ場をつくるというふう

に言われましたんで、担当課長は当然ことしじゅうにあそこを整備してしまわないけないという

ことで真剣に取り組まれた答えだろうというふうに私は理解しておりますけれども、やはり町の

中に本当に将来のためにビジネスチャンスをつかもうという施設も私は今を考えると大変難しい

問題だし、町長も言われたように、もう少し先に行けば私の町の業者の方も大きなそういう店を

出しておられまして頑張っておられますので、それの足の引っ張り合いということもないでしょ

うけれども、ですけれども、そこは一業者ですし、今後もうされるのは、投資をされてやってい

ただけるなら多くのビジネスチャンスが生まれてくると。

ただ、私の今言い切れないのは、商工会のほうで、その団体の方がどういうふうにそこへ出店

される方をまとめていかれるということが、まだ今の時点で私はわかっておりませんので言い切

れないんですが、今その話も現在三役会で話しておられて取り組みたいというふうに思っておら

れるわけですから、その辺の話し合いをしてくださいという、それから答えを出していただきた

いというふうにお願いをしておりますが、再度その辺をお聞きいたします。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 話し合いはいつでもどこでも、こんな言い方したら失礼ですけれど、できますけ

れども、一応予算として町の考え方を上げさせていただいております。ですから、このことによ

って今の段階で話し合いをしたから臨機応変に変えるということではございません。今はこうし
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た方向で行きたいという、それを提案させていただいている状況でございますので、今からそれ

を変えるとか、そうした考え方はございません。

それと、もう一つ、管理棟の件ですけれども、それは決して大きいものでも何でもないですけ

れども、その管理棟等を常設いうわけにはいきませんけれども、いろんなときに活用していただ

く、あるいはまたテント等を建ててしていただくようなことがしていただけたらと思います。

ちょっと状況については建設課長のほうから答弁をさせていただきます。

議 長（井田義之） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをいたします。現在平成２４年度で管理棟を設置しようと思っております。

それは倉庫も兼ねた管理棟というふうなことで、倉庫部分は補助事業には乗りませんので単費で

その部分を計上させていただいておりまして、その部分についてはそうやって、例えば産品を売

れるような部分についてはもう少し設計審査委員会の中でも協議をしようというふうになってお

ります。

ただ、今都市機能用地の部分についてはそういうふうなグラウンドゴルフができたり、また芝

を痛めんような格好でだったらできるんかなと思いますけれども、私は別に都市機能用地でなか

っても今の管理等をつくる横のほうにそういうふうなテントをお張りになって、スペースが足ら

んのだったらそういうふうな格好にしても、そうやって僕はやられたらいいんかなというふうに

思っとるんです。全く全然、そんなら町はその部分について建物は建てられませんけど、そうや

ってそういうふうな出品をされてテントを建てられる、管理棟の横にそういうふうなスペースを

建てられることについては、町は全然そこまでの制約をしようとは思っておりません。そういう

ことも含めて、皆さんがそうやってあそこをお使いになったらええのかなというふうに私は思っ

ています。管理棟の横にそういうふうな芝を張るスペースも考えていますので、そういったとこ

ろにはやはりそうやってテントを建てていただいて、そうやってふるさと産品だとか、そうやっ

て農産物だとか売るいうふうなことは、私は別に全然ペケだというふうには思っていないんです。

ただ、今の都市機能用地の部分に常設の建物を建てるというふうなことは、今のそういうふう

なことから考えると、ちょっとそういうふうなグラウンドゴルフができるような施設がしたいと。

だから、横の今の道を隔てて反対側の阿蘇シーサイドパークのほうの部分については、そうやっ

てテントを建てられてそういうふうな販売をされることについては、私はそうやって地域の振興

を図るいう意味でもできないことではないのかなというふうには考えております。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） そうして用地を利用させてもらってテントを張ってということなんですが、イベ

ントではそれでいいんですが、商売というものはやはりスペースが必要ですし、やはりそれなり

の構えをしないとお客さんも来てくれませんし、そこら辺のその視点がちょっと違いますんでこ

れ以上話してもしゃあないかなと思うんですが、ぜひとも、課長にご苦労ですけれども、もう一

度その要望を出された方と一生懸命話していただいて、そしてある程度その管理棟を建てられる

のにもう少し町長にお願いして、そうだったらこんな管理棟だけれどももっとこうした管理棟を

建てて一緒に併設していこうかとか、そういうようなことがもし話し合いの中で見詰め直せたら、

一度考えていただきたいというふうに思います。

ここで幾ら話して、私が頭に来て怒っても何の解決策にもなりませんので、とりあえずその話
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し合いをもう一度していただいてほしいということをお願いして質問を終わらせていただきます。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 話し合いはしたいということであればさせていただきますけれども、要望にお見

えになりましたとき、もう既に新しいところには新しい建物はもう建てませんということは申し

上げております。先ほど言いましたように、管理棟がありますので、それらの工夫によって、そ

こでいろんなそれこそ産品を売るとか、そういうことについては考えていただけたらそれは結構

ですというふうにお返しをしてあります。

ですから、ちょっとどこでどう行き違いになっているのかはわからないんですけれども、そう

した話の中で、私としてはそういうふうにご理解いただいているというふうに思っておりました

し、今回のそうした中身につきましても、多くの方のいろんな意見を聞かせていただく中で、ベ

ストではないでしょうけども、より皆さんの要望にこたえられるような施設といいますか、公園

になっていくんではないかというふうに思っております。

あそこで物品販売といいますか、そうした道の駅のようなことによってすべての産業振興が成

り立つとは、そういうお考えもあるかもわかりませんけれども、いろんなところでの皆さんの頑

張りが生かせるような、そういうところとしてあの場所を使っていきたいというふうに思ってお

ります。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 町長、お言葉を返すようで大変失礼なんですが、小さな管理棟に物をぽろぽろと

置いたぐらいなことで商業活性化にはなりませんし、この町の活性にもなりませんので、その辺

だけお伝えして終わらせていただきます。

議 長（井田義之） お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（井田義之） ご異議なしと認めます。

本日はこれにて延会することに決定しました。

この続きは、あす３月２３日午後１時３０分から会議しますのでご参集ください。

（延会 午後 ４時５６分）


